
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う ITLSコースの対応要領 

1.座学（デモンストレーションを含む）は ZOOM 等を利用し、オンラインを基本とする。 
ただし、感染防御に⼗分留意して講義形式で行うことを妨げるものではない。 

2.各コースの実技に関し、詳細はコース種別ごとに定めるものとする。 
アドバンスコース 
ペディアトリックコース 
アクセスコース 
インストラクターコース 
※プロバイダー資格更新コースは上記コースに準じる。 

3. 実技の学習において、模擬患者は⼈形を使用する。 
ただし、感染防御に⼗分留意して短時間の⽣体による実技実習を妨げるものではない。 

4. 座学をオンライン実施することになるが、日程等は柔軟に対応するものとし、会場での
実技部分は最小限にするものとする。アフェリエイトファカルティ―がコースの質が担
保されていると認めた場合は、コース受講認定とすることができる。 

5. AC2020 ガイドラインや CDCが定義するガイドライン等を参考に、地域の感染状況、使
用できる会場や資機材を考慮して適切な感染対策を実施することが望ましい。 
以下は、その⼀例である。 
(1) 会場の広さを考慮して、physical distance の確保が可能な受講者の⼈数を決定する。 
(2) 換気が重要なので、二酸化炭素モニターで室内二酸化炭素濃度が 1000ppm以下とな
るように換気の管理を行う。可能な場合は、常に扉と窓を開放しておく。 
(3) 共用資機材、⼈形は使用ごとにアルコールなどで消毒を行うとともに、受講者も実習
終了ごとに⼿指衛⽣を行う。 
(4) ⽣体にて実習を行う場合は、傷病者役はマスクに加えてフェイスシールドを装着する。
隊⻑役はマスク、フェイスシールドまたはゴーグルに加えて⼿袋を装着し、傷病者役及び
受講者は実習終了ごとに⼿指衛⽣を行う。 

6.プレインストラクターの評価はZOOM等を使用したオンラインによる評価も可能とする
が実技部分はオンライン不可とする。 

7.シナリオステーションや実技試験は実際の実技を評価するものとする。 
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